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道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則 

の一部を改正する省令案について 
 

１．背景 
 

道路運送車両法（昭和 26年法律第 185号）第 62条に基づく自動車の継続検査に

ついては、道路運送車両法施行規則（昭和 26年運輸省令第 74号。以下「車両法施

行規則」という。）第 44 条において、残存する自動車検査証の有効期間を失うこ

となく継続検査が受検可能な期間を、自動車検査証の有効期間が満了する日の一月

前以内（離島に使用の本拠の位置を有する自動車にあっては、二月前以内）と定め

ているところである。 

他方、特定の期間、特に年度末等に継続検査関連業務が集中することで、当該期

間中における自動車整備工場等の業務に大きな負担がかかり、その結果、自動車の

使用者が継続検査を円滑に受検することに支障が生じることが懸念される状況に

ある。 

そのため、今般、特定の期間に集中する継続検査関連業務の平準化及び自動車の

使用者全体の利便性向上を図るべく、車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施

行規則（昭和 30年運輸省令第 66号。以下「自賠法施行規則」という。）について

所要の改正を行う必要がある。 
 
２．概要 
 
（１）継続検査の受検可能期間の拡大（車両法施行規則第 44条関係） 

継続検査を受けようとする自動車の使用者に対し、残存する自動車検査証の有効

期間を失うことなく継続検査が受検可能な期間の起算日を、自動車検査証の有効期

間が満了する日の「一月前」（離島に使用の本拠の位置を有する自動車にあっては、

「二月前」）と規定しているところ、これを全国一律に「二月前」とする。 
 
（２）自動車損害賠償保障法施行令（昭和 30年政令第 286号）第 11条第４号に規定

する「国土交通省令で定める期間」の拡大（自賠法施行規則第７条関係） 

保険会社（組合）に対し、自動車損害賠償責任保険（共済）に係る保険期間（共

済期間）の末日がその申込みの日から起算して、これから検査を受け、記録される

こととなる自動車検査証の有効期間に「一月」（離島に使用の本拠の位置を有する

自動車について継続検査を受ける場合にあっては、「二月」）を加えた期間を経過

する日より前の日までの契約の申込みについて、契約の締結義務を課していると

ころ、継続検査を受けるものにあってはこれを全国一律に「二月」とする。 
 
３．今後のスケジュール（予定） 
 
公 布：令和６年６月～７月頃 

施 行：令和７年４月１日 




